
 

 

姫路市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）に関する市民意見 

（パブリック・コメント）の募集結果 

 

１ 市民意見の募集結果 

（１）意見募集期間 ： 令和７年 12月 19 日（金）～令和８年１月 19日（月） 

（２）意見提出件数 ： 6 通 13 件 

      

２ 市民意見の内容 

項目 件数 

第１部 新型インフルエンザ等対策特別措置法と行動計画  

第１章 新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等  

第２章 姫路市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定及び改定  

第２部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針  

第１章 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略  

第２章 新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方  

第３章 様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ  

第４章 市における新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項  

第５章 新型インフルエンザ等対策推進のための役割分担  

第６章 新型インフルエンザ等の対策項目  

第７章 姫路市新型インフルエンザ等対策行動計画等の実効性を確保するための取組等 １件 

第３部 新型インフルエンザ等の各対策項目の考え方及び取組  

第１章 実施体制  

第２章 情報収集・分析  

第３章 サーベイランス  

第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション ２件 

第５章 水際対策 １件 

第６章 まん延防止 １件 

第７章 ワクチン ２件 

第８章 医療 １件 

第９章 治療薬・治療法 １件 

第１０章 検査  

第１１章 保健 １件 

第１２章 物資 １件 

第１３章 市民生活及び市民社会経済活動の安定の確保 ２件 

用語集  

合計 13 件 

 

 

 

 



 

 

３ 提出された市民意見及び意見に対する市の考え方 

番

号 
提出された市民意見（要旨） 市の考え方 頁 

計画へ 

反映 

マニュ

アルへ

反映 

第２部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

第７章 姫路市新型インフルエンザ等対策行動計画等の実効性を確保するための取組等 

1 

計画の詳細は素晴らしい

が、実効性に懸念がある。

市民と行政が連携し、計画

に基づく実践的な訓練（ロ

ールプレイング）を行い、

より効果的な計画にしてい

ただきたい。 

 本計画では、多様なシナリオを想定し

た訓練を定期的に実施し、マニュアルや

BCP（事業継続計画）の継続的な点検・

改善を図ることを明記しております。市

職員のみならず、関係機関や市民等と危

機意識を共有するための普及啓発と訓練

を通じて課題を発見し、より実効性のあ

る計画になるよう取り組んでまいりま

す。 

 

28 － － 

第３部 新型インフルエンザ等の各対策項目の考え方及び取組 

第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

2 

正確な情報提供と誤情報

対応として、各自治体へ正

確かつ迅速な情報提供を行

い、誤情報（フェイク）を

見つけて対応していただき

たい。 

 

本計画では、SNS 等で拡散されるデマ

や科学的根拠のない情報に対し、専門家

の知見を交えた積極的な情報発信を行

い、科学的知見等に基づいた情報を繰り

返し提供することで対処する体制を整え

るよう明記しております。また、迅速な

情報伝達のために DX や新たなテクノロ

ジーの活用についても検討する旨を盛り

込んでいます。正確な情報を迅速に発信

できるよう努めてまいります。 

 

57 

60 

62 

－ － 

3 
感染症対策の PR 強化を

していただきたい。 

 

本計画では、平時からの普及啓発を重

視しており、ホームページ、SNS、市広報

媒体、マスメディア等、多様な媒体を活

用した重層的な情報発信をわかりやすく

行うこととしております。市民一人ひと

りの適切な判断と行動が感染拡大防止の

鍵となるため、分かりやすく、かつ届き

やすい PR 戦略に取り組んでまいります。 

 

56 

57 

61 

62 

－ － 



 

 

番

号 
提出された市民意見（要旨） 市の考え方 頁 

計画へ 

反映 

マニュ

アルへ

反映 

第５章 水際対策 

4 

感染源を地域に「持ち込

ませない」ための侵入防止

対策を行ってもらいたい。 

 

本計画では、本市に姫路港があること

から、検疫所と連携した健康監視や積極

的疫学調査等を実施し、病原体の侵入や

感染拡大のスピードを可能な限り遅らせ

る取組を進める体制を明記しておりま

す。国が行う検疫措置の強化に協力し、

早期の患者発見に努めてまいります。 

 

66 

67 
－ － 

第６章 まん延防止 

5 

一般的な市民の方々だけ

でなく、高齢者施設等の関

係者向け相談体制の整備を

進め、専門的なアドバイス

を受けられる相談窓口を拡

大してもらいたい。 

 

本計画では、保健所や関係部局が連携

し、高齢者施設等に対して感染症や公衆

衛生対策について、丁寧に情報提供・共

有を行うこととしております。また、対

応にあたるスタッフ等の心のケアを目的

とした専門家による電話個別相談窓口の

設置も盛り込んでいます。施設関係者が

専門的な助言を得られる体制の整備を進

めてまいります。 

 

56 

76 
－ － 

第７章 ワクチン 

6 

子どもや高齢者に対し

て、事前対応としてワクチ

ン提供を一番目の対策とし

て立案してもらいたい。 

 

本計画では、ワクチン接種に関しては、

国の方針に基づき、高齢者や障害者など

接種会場への来場が困難な者に対して

も、必要に応じて接種機会を確保するた

めの対応方法について検討することを明

記しております。また、子どもや高齢者

に対して特に影響を及ぼす場合には、重

点的な対策やリスクコミュニケーション

を講じるシナリオを想定しており、重症

化しやすい子どもや高齢者のみならず、

市民全員にワクチンが接種できるよう取

り組んでまいります。 

 

63 

79 

83 

－ － 



 

 

番

号 
提出された市民意見（要旨） 市の考え方 頁 

計画へ 

反映 

マニュ

アルへ

反映 

7 
予防接種の更なる公的支

援化を行ってもらいたい。 

 

本計画では、毎年流行が起きる季節性の

インフルエンザではなく、新型インフルエ

ンザ等を対象としております。新型インフ

ルエンザ等の予防接種の公費負担の範囲

等は国の方針に準じることとなりますが、

市としましては円滑な接種のために必要

な支援を検討してまいります。 

 

－ － － 

第８章 医療 

8 

 

患者数が多数発生した場

合、休日・夜間急病センタ

ーの混雑が懸念される。日

中受付の拡大や、会計シス

テム（後日払い・口座引き

落としなど）の柔軟な仕組

みの導入についてご検討い

ただきたい。 

 

本計画では、混雑を分散させるため、夜

間・休日の相談体制の強化や、24 時間の

相談体制の検討を盛り込んでおります。デ

ジタルツールを導入・活用しつつ、混雑緩

和に向けて取り組んでまいります。 

92 － － 

第９章 治療薬・治療法 

9 

 

万一感染が「持ち込まれ

た（入り込んだ）」場合の蔓

延防止を行い、医療機関と

コミュニケーションを図り

ながら、薬を十分に確保し

てもらいたい。 

 

 

 

本計画では、国・県と連携し、県が備蓄

する抗インフルエンザウイルス薬の適切

な配分調整を依頼する仕組みや、医療機関

への迅速な診療指針の提供について明記

しており、適切な医薬品の確保に努めてま

いります。 

 

 

 

97 

98 
－ － 

 

 

 

 

 

 



 

 

番

号 
提出された市民意見（要旨） 市の考え方 頁 

計画へ 

反映 

マニュ

アルへ

反映 

第１１章 保健 

10 

診療所による患者の報告

について、医療機関側の負

担軽減を考慮しメリットが

あるようなシステム構築が

必要であると感じた。 

 

本計画では、医療機関等情報支援システ

ム（G-MIS）や感染症サーベイランスシ

ステムの活用に加え、発生届等のオンライ

ンによる届出を促進することで、情報入力

の自動化・省力化を図ることを明記してお

ります。これにより、医療機関の報告業務

が過度な負担とならないよう配慮すると

ともに、オンラインによる届出の実施率

100%を達成できるよう、具体的な操作手

順や運用ルールを詳細に示したマニュア

ルの整備・普及を徹底し、DX 化を一層進

め、医療機関と保健所との連携を強化して

まいります。 

 

16 

51 

109 

110 

－ 〇 

第１２章 物資 

11 

 

過去のクラスター発生

時、医療機関への供給が優

先されたためか、高齢者施

設等への物資（医療用物資、

解熱剤・感冒薬等の医薬品

を含む）の到着が遅延する

事例が見られたため、高齢

者施設等への物資の安定的

な供給体制の確立を求めた

い。 

 

本計画では、物資の確保について「現物

備蓄」と「流通備蓄」の２段構えの体制を

とっております。市は、医療機関等で感染

症対策物資が不足する場合、流通備蓄の活

用に加え、市の備蓄分から個人防護具を配

布する体制を整えることを明記し、安定的

に供給される体制の確立に努めてまいり

ます。 

123 

124 

125 

－ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

番

号 
提出された市民意見（要旨） 市の考え方 頁 

計画へ 

反映 

マニュ

アルへ

反映 

第１３章 市民生活及び市民社会経済活動の安定の確保 

12 

感染流行時にも社会運営

活動が止まらないよう、事

業所とタイアップして手当

てを行ってもらいたい。 

 

本計画では、指定地方公共機関や、市民

生活を維持する登録事業者が業務を継続

できるよう、平時からの事業継続計画

（BCP）作成支援や情報共有、連携体制

を構築することを明記しております。ま

た、感染拡大によって影響を受けた事業者

を支援するため、国・県の制度を活用した

財政上の措置や相談対応を効果的に講じ

ることが盛り込まれており、市民の皆様が

安心して生活し、経済活動を営めるよう、

努めてまいります。 

 

22 

133 
－ － 

13 

姫路きょうさいなどの制

度間で差が生じないように

していただきたい。 

 

本計画は、新型インフルエンザ等の感

染症危機における市の対応体制や対策

を定めるものであり、民間保険制度の給

付内容等の調整については直接言及す

るものではありません。 

なお、感染症発生時においては、市民

の皆様の生命と健康を守ることを最優

先に、市として実施可能な範囲で公平な

対応を行ってまいります。 

 

－ － － 

 


